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第１回懇談会を開催しました 

令和元年９月２７日  

仙台市教育局学校規模適正化推進室   

実沢小学校に関する地域懇談会ニュース 

教育委員会からの説明について 

第1号 

 地域の代表者や保護者と教育委員会で、今後の実沢小学校のあり方につ

いて話し合う地域懇談会（1回目）を9月6日（金）に開催しました。 

 また、懇談会に先立ち準備会を開催し、設置目的・委員構成等について

の規約が定められ、町内会役員等から31名、保護者から5名の合計36名の

委員が選任されました。 

 実沢小学校のあり方を判断する大切な話し合いですので、地域にお住ま

いの皆様に当日の様子についてお知らせいたします。 

  

令和元年9月6日（金）18:30～21:10 

会場：実沢コミュニティ・センター 

少子化の状況 

根白石小との交流学習 

交流学習における課題 

 
平成 
20 

 
25 

 
30 

令和 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

根白石小 114 84 89 105 113 122 125 129 

福 岡 小 72 52 35 37 35 31 33 35 

実 沢 小 34 26 14 5 7 10 10 8 

根白石中 128 100 74 76 76 73 68 72 

 仙台市の児童数は、最も多かった昭和58年度

の79,085人から、令和元年度の52,587人と、約

3割減少しています。 

 右図は、泉西部地区4校の児童生徒数の推移

を表にしたものです。（令和2年度以降は推計

値のため、実際とは異なる場合があります。） 

 交流学習は、小規模校の児童がより多くの児童と学び合えるように、複数の学校で合同授業などを行

うものです。これまで実沢小は、根白石小、福岡小、野村小の4校で年数回の交流学習を実施してきま

した。令和元年度においては、実沢小の児童が5名となったことから、児童の教育環境を確保するため

交流学習を拡大して実施することとしました。4月から実沢小児童は、登校後、教職員が引率して根白

石小で授業を受けています。 

 根白石小との交流学習について、保護者の方からは、「競い合う気持ちが芽生え、また、人間関係に

広がりが生まれている」「上級生が多いことが刺激になっている」「今までより『もっとしたい』とい

う意欲が高まっている」「いろいろな友達との付き合い方を学べる」などの声がありました。 

 これまで4校で実施してきた交流学習は、小規模な学校が普段できない授業等を補完するものです。

今年度の根白石小との交流学習は、児童にとって多くのメリットがありますが、長期間継続して実施す

ることによる課題もあります。 

 友達と同じ学校で、ともに学ぶことにより育まれる学校愛であったり、生まれ育った地域を誇り、地

域愛を育んだりする学習が難しくなる場合もあります。 

泉西部地区４校児童生徒数の推移  (人) 

年度 

校名 

※令和2年度以降は推計値のため、実際とは異なる場合があります。 
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仙台市教育局 学校規模適正化推進室 
住所：仙台市青葉区上杉一丁目5-12 上杉分庁舎11階 

TEL：022（214）8432    FAX：022（264）4428  Mail：kyo019031@city.sendai.jp 

次回の開催について 

主なご質問やご意見 

（１）日時  10月25日（金）18:30～20:00 

（２）会場  実沢コミュニティ・センター  2階  大広間 

（３）傍聴    ①懇談会開始10分前までに受付（1階交流ホール）へお越しください。 

        ②傍聴の際には、守っていただくルールがございます。 

実沢小と地域の関わり 

 学校には、地域に果たしている役割があり、地域

コミュニティの核ともいわれています。このため学

校のあり方は、教育的な観点だけでなく、地域の

様々な事情も踏まえながら検討していかなければな

らない課題です。 

 これからの地域の担い手となる子供たちの成長の

ために、実沢地域の将来も見据えながら、学校のあ

り方について保護者や地域の皆様とともに検討して

まいりたいと考えております。 

□例えば「休校」というのは、どういった形なのか。 

  学校は閉校していませんが、在籍する児童がいない状態の学校です。教職員の配置もありません。    

□仮に統合となった場合、スクールバスの運行があるのか。 

  仮に、統合した場合の通学については、根白石小学校までの通学距離が４ｋｍを超える区域もあり 

  ますので、公共交通機関の運行状況を調査したうえですが、何らかの支援は必要と考えています。 

□子どもを増やすような方策に力を入れることが先だと思うが。 

  短期間で成果を得ることは難しいと思われ、児童数の減少が進む懸念があります。 

□懇談会の規約では、協議期間を「令和元年度末を目途に」としているが、拙速ではないか。 

  懇談会規約の「令和元年度末を目途に」の記載を削除します。 

【参考】実沢小学校に関する地域懇談会規約 

 第３条 懇談会は、今後の実沢小学校のあり方について、令和元年度末を目途に必要かつ十分に協議を行い、一定の結論を出した 

     上で協議を終了します。  
 

【その他意見】 

□未就学児の保護者の皆さんにも懇談会に参加してほしい。 

□貝森小での協議は7～8年だったとのことだが、7～8年もかかれば子供たちは皆卒業してしまう。 

□明治以来、地域で学校を育ててきて、地域コミュニティのためには学校を閉じたくないが、子供た 

 ちの教育環境を整えてあげる必要もある。 

【次回の懇談会に対する意見】 

□懇談会の結論は存続か閉校か２択しかない。休校も含め、それぞれどのようなメリット・デメリット 

 があるのか。（次回の懇談会のテーマとなりました。） 

□年度ごとの目標を立てるなど、ステップを踏んだ協議スケジュールを提案していただきたい。 


